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本冊子は、厚生労働省の求人情報提供の適正化推進事業の委託を受けた全国求人情報協会（略称

全求協）が企画・編集したもので、求人企業・事業主が求人メディアなどを利用して募集・採用を

行う際に、必要となる事項にポイントを絞って解説しています。

2018 年 1 月 1日、改正職業安定法が施行され、求職者の職業選択が、より適正で多くの情報をも

とにできるよう募集・採用時における労働条件の明示の追加や促進が図られました。企業・事業主

にとって従業員は何ものにも替えがたい財産であり、よりよい人材を集めるためには、労働条件や

職場の情報開示を推し進めていかなければなりません。

また、職業安定法の改正では、求人メディアの適正な業務運営も初めて努力義務化されました。

厚生労働省は 2016 年度より求人メディアの自主規制が推進されるような実務指針や周知啓発等を検

討するために、委託事業を実施しています。その一環として求人情報適正化推進協議会（座長：阿

部正浩中央大学経済学部教授）を設置し、求人情報提供ガイドラインの作成やそのガイドラインに

適合した求人メディアはその旨を宣言できるという制度を設け、その普及に努めています。

求人情報の適正化は、求人メディアだけでなく募集・採用を行う求人企業・事業主の理解が欠か

せません。この冊子は職業安定法をふまえ、募集・採用時のポイントをなるべく分かりやすいよう

にまとめました。事業の発展を担うよりよい人材の求人・雇用の実現のために、本冊子が一助にな

れば幸いです。※本冊子は、2022 年 2 月現在の法令に則り、基本的な事項を記載しており、法令は

改正される場合がございますので、詳細については関係機関にお問い合わせください。
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　　　最低限明示しなければならない労働条件等

労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも右表の事項を書面の交付によって明示しなけ

ればなりません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。

　職業安定法における募集・求人に関するポイント1
　　　労働条件の明示が必要な時点（タイミング）

職業安定法によりハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集

を行う場合は、労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示することが必要です。

時点 必要な明示

ハローワーク等への
求人申込み、自社Ｈ
Ｐでの募集、求人広
告の掲載等を行う際

求人票や募集要項等において、労働条件（詳細は次ページ）を明
示することが必要です。

○	求人票のスペースが足りない等、やむを得ない場合には、「詳
細は面談の時にお伝えします」などと書いた上で、労働条件の一
部を別途明示することも可能です。
○	この場合原則として、初回の面接等、求人者と求職者が最初に
接触する時点までに、全ての労働条件を明示すべきとされていま
す。

労働条件に変更が
あった場合、その確
定後、可能な限り速
やかに

当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明
示しなければなりません。（職業安定法改正により新設されました）

○	面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者
に知らせるよう配慮が必要です。

労働契約締結時

労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知す
ることが必要です。（明示すべき事項については、本冊子 30 ペー
ジや厚生労働省ホームページに掲載の「モデル労働条件通知書」
を参考にしてください。）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
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記載が必要な項目 記載例

◎業務内容 一般事務

◎契約期間 期間の定めなし

◎試用期間 試用期間あり（３か月）

◎就業場所および就業場
所における受動喫煙を防
止するための措置

本社（●県●市●－●）	又は△支社（△県△市△－△）
	「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「屋内喫煙可」など（2020 年 4 月
1 日の職業安定法施行規則改正により、受動喫煙対策の一環
として明示義務が課されています。就業場所の一部で喫煙が
認められる場合は、実際に喫煙が可能な区域での業務の有無
について、可能な限り、付加的に明示してください）。

◎就業時間
◎休憩時間
◎休日
◎時間外労働

9:00 ～ 18:00
12:00 ～ 13:00
土日、祝日
あり（月平均 20 時間）

◎賃金 月給 20 万円（ただし、試用期間中は月給 19 万円）

◎加入保険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険

◎募集者の氏名又は名称 ○○株式会社

（○派遣労働者として雇
用する場合） 雇用形態：派遣労働者

裁量労働制を採用している場合は、以下のような記載が必要です。
（例）「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」
同意した場合に高度プロフェッショナル制度の適用が予定される場合には、その旨の記載
が必要です。

時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度（いわゆる「固定残業代」）を採
用する場合は、以下のような記載が必要です。
①	基本給××円（②の手当を除く額）
②	□□手当（時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給）
③	○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

3



　　　変更明示の方法等について

以下の①～④のような場合に、変更明示が必要となります。

① 「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
　			例）当初：基本給 30 万円／月⇒	基本給 28 万円／月
② 「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
　			例）当初：基本給 25 万円～ 30 万円／月⇒	基本給 28 万円／月
③ 「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
　			例）当初：基本給 25 万円／月、営業手当３万円／月⇒	基本給 25 万円／月
④ 「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
　			例）当初：基本給 25 万円／月⇒	基本給 25 万円／月、営業手当３万円／月

職業安定法に基づく指針等の主な内容

○	明示する労働条件は、虚偽又は誇大な内容としてはなりません。
○	有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合、試用期間となる有期労働契約期間中の労	
　働条件を明示しなければなりません。また、試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、	
　試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異なる場合は、試用期間中と本採用後のそれ	
　ぞれの労働条件を明示しなければなりません。
○	労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮が必要です。
○	労働条件は、職場環境を含め可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。
○	明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された場合	
　は速やかに知らせるよう、配慮が必要です。
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　　　労働条件明示に当たって遵守すべき事項

労働条件を明示するに当たっては、職業安定法に基づく指針等を遵守することが必要です
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変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。
以下の①の方法が望ましいですが、②の方法などにより適切に明示することも可能です。

① 当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法
② 労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注 
　を付ける方法。

○	変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。学校卒業	
　見込者等については、特に配慮が必要であることから、変更を行うことは不適切	
　です。また、原則として、内定までに、学校卒業見込者等に対しては職業安定法	
　に基づく労働条件明示を書面により行わなければなりません。

○	変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切だった場合（虚偽	
　の内容や、明示が不十分な場合）は、行政による指導監督（行政指導や改善命令、	
　勧告、企業名公表）や罰則等の対象となる場合があります。

○	変更明示が行われたとしても、当初の明示が不適切であった場合には、行政指導	
　や罰則等の対象となることには変わりありません。

変更明示に当たっては、その他にも以下のような点に留意が必要です。

職業安定法に基づく指針等の主な内容

○	労働者が変更内容を認識した上で、労働契約を締結するかどうか考える時間が確保されるよ	
　	う、労働条件等が確定した後、可能な限り速やかに変更明示をしなければなりません。
○	変更明示を受けた求職者から、変更した理由について質問をされた場合には、適切に説明を	
　	行うことが必要です。
○	当初明示した労働条件の変更を行った場合には、継続して募集中の求人票や募集要項等につ	
　	いても修正が必要となる場合がありますので、その内容を検証した上で、必要に応じ修正等	
　	を行うことが必要です。
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6

どんな仕事をどんな人にお任せするか、求人前に整理して

	
　　　　募集計画をスタート

　求職者が求人広告を見て仕事を選ぶ
ときは、自分がその仕事に就いた時の
姿がイメージできるかどうかが重要な
ポイントになります。募集計画のスター
トは、まず仕事内容やターゲット像、
応募要件の設定などを整理するところ
から始めます。とりわけ重要なのは仕
事内容です。

　　　　業務を作業単位で箇条書き

　営業ならば『どんな商品を』、『どん
な顧客に』販売するのか。『ライバルは』、

『商談がスムーズに運ぶコツは』など、
『なにを』『どのように』『誰に』わたす
仕事なのか、作業レベルまで落とし込
み、仕事のときの服装や道具・ツール
などできるだけ細かく箇条書きで整理
することをオススメします。

　　　　募集対象を限定する場合は、職務遂行に必要な条件なのか見きわめを

「タバコを吸わない人」「メガネをかけている人」「明るい人」「元気な人」・・・こういった要件は、
業務を遂行する上で本当に必要でしょうか。業務時間内や勤務場所の敷地内ではタバコを吸
わない、お客様には明るく元気に接する、などができれば限定しなくてもよいのでは。限定
条件は職務遂行に必要なものとし、応募できる門戸は広くするようお願いします。

Point

2
1 2

募集主の責任

　職業安定法では、職業選択の自
由や均等待遇がうたわれており、募
集主は従事する業務内容や賃金、勤
務時間、その他労働条件を明示しな
ければならないこと（第 5 条の 3）、
求人広告は的確に表示するよう努め
なければならないこと（第 42 条）

が定められています。誇大な内容や虚
偽なのではと思われないよう応募者に対
し、募集主の責任を誠実に果たすようお
願いします。

雇用スタイルのいろいろ

　正社員、パート、アルバイト、契約社員、
派遣など、さまざまな呼び方があります



7

　　　　必要な要件を整理して

　作業単位の箇条書きを元に、この業
務をこなすために本当に必要な要件と
そのレベル『スキル』『業務経験』『学
歴』『知識・資格・検定・免許』等を整
理します。すると、「元気にコミュニケー
ションができれば経験は不要」「学歴よ
りも業務経験があった方がよい」など、
要件の優先順位がでてきます。

3 4

5

　　　　募集ターゲットを設定

　ターゲットを明確にすることで、求
人広告で訴求するポイントが明らかに
なり、選考・面接の業務効率をあげる
ことができます。デキル社員の方を思
い浮かべるなどして、具体像を想定し
ましょう。その際、性別や年齢を要件
にするのではなく、適正と能力を基準
にしてください。

　　　　仕事の周辺状況も列挙

　労働条件はもちろんですが、募集職
種の職場の同僚や上司にはどんな人が
いるのか、休憩時間中や勤務終了後の
過ごし方、同僚や取引先の逸話や職場
近くのお勧めスポットなども見直して
みて。待遇や福利厚生に現れない情報
こそ、他の求人広告と差別化するアピー
ルポイントです。

が、法的に定義されているわけでは
なく、大きな違いは『勤務時間がフ
ルタイムかパートタイムか』、『雇用
契約の期間の定めがあるかないか』
です。募集前にどのような労働条件
で働いてもらうか、明確にしておき
ましょう。また、派遣元事業主が無
期雇用派遣労働者を募集する際は、
その旨が分かるよう明示ください。

　　　　雇用を結ばない業務委託

業務委託、内職、フリーランスなど個人事業主として働くスタイルを契約社員、準社員など
の呼び方をする場合があり、アルバイトと思って応募すると、委託だったといったトラブル
に発展することがあります。雇用と混同されないような表示をお願いします。なお、呼称に
関わらず、出社や勤務の義務がある場合などは、実態は雇用と判断されることもあります。

Point



　　　　募集計画は固定観念をなくして、だれもが活躍できる可能性を

性別や年齢ではなく個人の能力や適性によって仕事に就ける社会に向けて、募集・採用等に
おける男女、年齢、障がいの有無による差別禁止の法整備が進んでいますが、シニア層が活
躍している場面が確実に増えています。人不足が深刻化するなか、求人広告の内容だけでな
く、選考・採用基準に関しても固定観念での制限をなくすことが採用成功につながります。

Point
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年齢、性別、障がいの有無、LGBT、出会いの機会を狭めないで

　性別や年齢等より仕事に適性があることのほうが企業にとって有益なはずです。「こ
の仕事は男性」「十分な経験はあっても年齢が ･･･」「障がいがあるから」などの理由で、
募集・採用に消極的なのはとても残念なことです。雇用する場合は本人の適性・能力
をよく見極め、それを最大に発揮できるように職場環境を整えることから考えていた
だきたいと思います。

　　　　募集時の年齢制限は原則禁止

　労働施策総合推進法（旧雇用対策法）
により、募集時の年齢制限は原則禁止
されています。例外的に年齢制限が認
められる以下のケースの場合は、その
理由を書面やメールにより示さなけれ
ばなりません。
①定年年齢を上限として当該上限年齢 
　未満の労働者を期間の定めのない労 
　働契約の対象として募集・採用する 
　場合
②労働基準法等法令の規定により年齢 
　制限が設けられている場合
③長期勤続によるキャリア形成を図る 
　観点から、若年者等を募集・採用す 

3

　る場合
④技能・ノウハウの継承の観点から、 
　特定の職種において労働者数が相当 
　程度少ない特定の年齢層に限定し、 
　かつ、期間の定めのない労働契約の 
　対象として募集・採用する場合
⑤芸術・芸能の分野における表現の真 
　実性等の要請がある場合
⑥ 60 歳以上の高年齢者、就職氷河期世
　代（35 歳以上 55 歳未満）または特
　定の年齢層の雇用を促進する施策
　（国の施策を活用しようとする場合に
　限る。）の対象となる者に限定して募
　集・採用する場合
※①③④の例外事由が適用されるため 
　には、雇用期間の定めがないなど要 
　件に該当することが必要です。
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　　　　性別に関わらず均等な対応を

　男女雇用機会均等法によって、性別
を理由とする募集・採用、配置・昇進・
降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇
用形態の変更、退職の勧奨・定年・解
雇・労働契約の更新の雇用管理の各ス
テージにおける差別を禁止しています。
募集段階において、性別を理由に採用
を断ることは、男女雇用機会均等法違
反となります。下記の場合は一方の性
に限定することが認められるケースも
あります。

①エステティシャン等の風紀上の理由 
　によって男性または女性に限定する 
　ものや、ホスト・ホステスなど業務 
　の性質上どちらか一方の性に従事さ 
　せることが必要と認められるもの
②守衛・警備員など、防犯上の理由に 
　よって男性のみに限定するもの
③俳優、モデルなどの芸術・芸能分野 
　において男性または女性に限定する 
　もの
④巫女等宗教上の理由によるものやス 
　ポーツにおける競技上の理由によっ 
　て男性または女性に限定するもの

2 　　　　障がい者雇用のポイント　

　障がい者の雇用は、すべての事業主
の義務となっています。常用労働者が
43.5 人以上の一般企業は「常用労働者
の 2.3％（法定雇用率）以上の障がい
者を雇用しなければならない。」ことが
法律で定められています。

　また、雇用の分野における障がい者
に対する差別禁止や合理的配慮の提供
が義務付けられており、障がい者を雇
用する場合、本人の適性・能力をよく
見きわめること、そしてそれを最大に
発揮できるように職場環境を整えるこ
とが重要となっています。

【障害者雇用納付金制度】
　従業員 100 人超で法定雇用率を下
回っている場合、法定雇用障がい者数
に不足する人数に応じて納付金を徴収
されることになっています。この納付
金を財源に法定雇用率を上回る雇用主
に障害者雇用調整金・報奨金・助成金
を支給するのがこの制度です。

3
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　　　　障がい者の募集・採用の際は小さなお気づかいを

たとえば、応募方法として電話だけでなく FAX やメールなど受付方法の幅を広くすることで、
応募しやすくなります。また、面接では、応募者とよくコミュニケーションをとり、お互い
に「何ができるのか」「何ができないのか」をしっかり確認しましょう。

Point

【各種助成金制度】
　障がい者の方が働きやすい環境・条
件を整えるための具体的措置を講ずる
雇用主に対する各種の支援・助成金制
度があります。詳しくは高齢・障害・
求職者雇用支援機構の都道府県支部に
お問い合わせください。

　　　　LGBT への意識を

　LGBT（女性同性愛者や男性同性愛者、
両性愛者、性別違和を持つ者）といっ
た性的少数者に対する社会的認知が高
まっており、男女雇用機会均等法など
でも差別的対象としないよう定められ
ています。

また、「ダイバーシティ経営」として多
様な人材が活躍できる職場環境や仕組
みづくりによって、少子高齢化の中で
の人材確保や、多様化する市場ニーズ

やリスクへの対応力を高める経営を推
進したいものです。

　経済産業省でも、「新・ダイバーシティ
経営企業 100 選」や「なでしこ銘柄」
の選定により、先進事例を広く発信す
るとともに、多様な人材の活用を経営
戦略として取り込むことをより一層推
進するための方策を推進しています。

　募集・採用の場面でも、年齢、性別、
障がいの有無、LGBT 等によることを
理由にした制限を廃し、より良い人材
との出会いの機会を狭めないでいただ
きたいものです。一人ひとりの適性・
能力をよく見極め、それを最大に発揮
できるように職場環境を整えることが、
採用力を高めるために、重要なポイン
トになります。

4



　　　　新卒高校生の募集は卒業前年の 7月 1日以降に

新卒高校生の募集は、卒業年の前年の 7月 1日以降求人票を各高校に送ることができますが、
以下の条件が定められています。
①ハローワークの確認を受けた求人票の募集　②求人広告に所轄のハローワーク名・求人受
付番号の記載　③学校またはハローワークを通じて応募の受付を行うこと

Point
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未成年者を募集する場合は

　未成年者を雇用する場合は、原
則として、満 15 歳に達した日以
降の最初の 3 月 31 日が終了して
いることが必要です。高校生でも
働けることになりますが、アルバ
イト禁止の学校もありますので、
学業との両立に配慮してください。
なお、例外的に児童（満 15 歳に達
した日以降最初の 3 月 31 日まで
の者）を雇う場合は、労働基準監
督署の許可が必要です。未成年者
と労働契約するときは、次の点に
留意ください。
①親権者または後見人が、未成年
者に代わって労働契約を締結する
ことはできません（労働基準法第
58 条）。
②未成年者の賃金は必ず本人に支
払わなければなりません（同法第

59 条）。
③年少者（満 18 歳未満の者）を雇
う場合には、事業場に戸籍証明書

（住民票記載事項証明書でよい）を、
児童は戸籍証明書に加え学校長の
証明書および親権者または後見人
の同意書を備え付ける必要があり
ます（同法第 57 条）。
④年少者の労働時間は、1 週 40 時
間、1 日 8 時間以内でなければな
りません。原則、変形労働時間制
やフレックスタイム制の禁止、時
間外労働、深夜労働（午後 10 時～
午前 5 時）および休日労働の禁止
が定められています。（同法第 32
条、第 60 条、第 61 条）
⑤年少者の危険有害業務、酒席に
侍する業務などの就業は禁止され
ています（同法第 62 条）。
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採用成功の第一歩は自らの情報開示から

　適切な職業選択の支援や職業能力の
開発・向上を総合的に講じて青少年の
雇用促進や能力発揮できる環境の整備
を目的としているのが若者雇用促進法
です。募集・採用にあたって 35 歳以
下が対象に含まれる場合は、労働条件
明示に関する事項の遵守や固定残業制
の場合の詳細の明示が事業主に義務付
けられました。

　新規学卒者を募集する場合は、ミス
マッチによる早期離職を解消するため、
労働条件を的確に伝えることに加えて、
平均勤続年数や研修の有無及び内容と
いった就労実態等の職場情報（青少年
雇用情報）の提供が必要です。なお、
卒業後 3 年間は応募できるように努め
ることとなっています。

　この情報提供にあたっては、「ホーム
ページなどでの公表や会社説明会、求
人票への記載などにより、青少年雇用
情報のすべての項目について情報提供
することが望ましいこと」、「学校卒業
見込者などが具体的な項目の情報提供
を求めた場合には、特段の事情がない
限り、当該項目を情報提供することが
望ましいこと」、「情報提供の求めを行っ

た学校卒業見込者などに対して、当該
求めを行ったことを理由とする不利益
な取扱いをしないこと」が定められて
います。また、情報提供の求めに備え、

「あらかじめ提供する情報を整備してお
くことが望ましいこと」、「その求めが
あった場合には、速やかな情報提供に
努めること」とされています。

　なお、固定残業代の表示をめぐるト
ラブルが問題となっています。こうし
たトラブルを予防するため、固定残業
制を採用する場合は、求人・募集の段
階で、事業主等指針を踏まえた明示を
しっかりと行うことが重要です。

　固定残業代（名称を問わず）として、
一定時間分の時間外労働や休日労働、
深夜労働に対して定額で支払われる割
増賃金を採用する場合は、職業安定法
により、若者に限らず詳細内容を明示
しなければなりません。具体的には「固
定残業代に関する労働時間数と金額等
の計算方法」、「固定残業代を除外した
基本給の額」、「固定残業時間を超える
時間外労働、休日労働及び深夜労働分
についての割増賃金を追加で支払うこ
と」を明示することとなっています。

4



　　　　従業員 301 名以上の場合は、中途採用比率の公表義務が

中途採用に関する情報の公表により職場情報を一層見える化するため、労働施策総合推進法
によって常時雇用する労働者の数が 300 人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところ
により、直近３事業年度において雇用した正規雇用労働者等の数に占める中途採用者数の割
合をホームページ等で公表することが義務付けられました（2021 年 4月１日施行）。

Point
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●ア~ウの表にあるような幅広い職場情報の提供が努力義務となります

●応募者等から求めがあった場合は下記表のア~ウそれぞれについて一つ以上提供（義務）

ア．募集・採用に
関する状況

過去３年間の新卒採用者数・離職者数
過去３年間の新卒採用者数の男女別人数
平均勤続年数
※上記以外に参考値として可能であれば平均年齢

イ．職業能力の開
発・向上に関する
状況

研修の有無及び内容
自己啓発支援の有無及び内容
メンター制度の有無
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
社内検定等の制度の有無及び内容

ウ．企業における
雇用管理に関する
状況

前年度の月平均所定外労働時間の実績
前年度の有給休暇の平均取得日数
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数（男女別）
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合

企
業 新卒者等

幅広い職場情報の提供（努力義務）

企
業

応募者や応募しよ
うとする者

ア~ウごとに 1つ以上提供（義務）

求め

ハローワークや職業
紹介事業者、紹介を
受けた者や受けよう
とする者ア ~ウごとに 1つ以上提供（義務）

求め
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働く姿がイメージできるような労働条件の明示を

　募集時の労働条件の明示については、
職業安定法（第 5 条の 3 第 2 項）で「求
人者は求人の申込みに当たり公共職業
安定所または職業紹介事業者に対し、

（中略）労働者が従事すべき業務の内容
および賃金、労働時間その他の労働条
件を明示しなければならない。」と定め
られています。

　各求人メディアでは社内規定を定め、
求人広告を掲載する際には規定に沿っ
て労働条件を明示してもらう旨を決め
ています。メニューがない、または値
段が書かれていない店には入りにくい
のと同様に、求職者は、具体的な賃金
額や労働条件を知ってこそ安心して応
募できるのですから、「委細面談」では
逆効果となる場合があります。

　法律で決められているから、求人メ
ディアの掲載基準が賃金表示を定めて
いるからという理由だけではなく、求
職者が応募しやすいように、また、よ

り効率的な求人活動のために、具体的
な賃金額の表示、正しい金額の表示に
ご協力ください。

●本採用後の条件が変更になるときは
　契約社員として採用し、3 カ月の試
用期間を経て勤務良好な方を本採用と
したいなど、試用期間のことは面接時
に説明しているので大丈夫だろうと考
えていませんか。試用期間について明
記していない場合、応募者は「試用期
間はないもの」、「同じ条件だ」と思い
ます。試用期間中の待遇が異なる場合
は、必ずその旨を明記してください。

　「面接で説明すればいいと思った」と
いったお話しも聞きますが、せっかく
面接に行ったのに「会社にだまされた」

「交通費や時間が無駄になった」と思う
応募者もすくなくありません。有利な
条件で応募者は集まっても採用につな
がらないばかりか、不信感を与えてし
まいます。

5

　　　　賃金の表示は、必ず最下限の表示を

求人広告の賃金は金額が変動するものは含めず、募集職種の最下限の金額を表示しましょう。
歩合給や全員に一律に支払われない手当などを含めたいという場合は、各メディアのルール
に準じてください。

Point
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パートタイマー、アルバイト、契約社員を雇用するときは

　パートタイマーやアルバイト、契約
社員の中には、仕事や責任などが正社
員とほとんど変わらないのに、賃金や
待遇が見合わず労働意欲の減退につな
がる状況を解消し、適正な労働条件の
確保や福利厚生の充実など、雇用管理
の改善等につなげるため、2020 年 4
月からパートタイム・有期雇用労働法
が施行されています。

　　　　法令では

○不合理な待遇差と差別的扱いの禁止
　同一企業内において、正社員と非正
規雇用労働者（パートタイマー、アル
バイト、契約社員、派遣労働者など）
との間で、基本給や賞与などのあらゆ
る待遇について、不合理な待遇差を設
けることが禁止されます。

　同法では、職務内容（業務の内容＋
責任の程度）、職務内容や配置の変更の
範囲、その他の事情の内容を考慮して
不合理な待遇差を禁止する均衡待遇規
定（第８条）が定められ、ガイドライ
ン（指針）により明確化されています。
また、職務内容や職務内容・配置の変

更の範囲が同じ場合は、差別的取扱い
を禁止する均等待遇規定（第９条）が
定められています。

○均衡待遇規定
　基本給、賞与、役付手当、食事手当、
福利厚生、教育訓練などは、項目ごと
に当該待遇の性質 ･ 目的 に 照らして不
合理な差がないか、差がある場合は適
切と認められる事情があるかを考慮し
て判断されるべきとなっています。

○待遇の決定や差について説明を
　パートタイマーや契約社員などから
待遇決定に際しての考慮事項や正社員
との待遇差の内容、その理由などにつ
いて説明を求められたら、事業主はい
ずれも説明する義務があります（第 14
条）。また、説明を求めた労働者に対す
る不利益な取扱いは禁止されます。

○雇い入れ時の説明・明示
　パートタイマーや契約社員などを雇
い入れたときは、賃金 、教育訓練、福
利厚生施設の利用など雇用管理上の措
置の内容を説明するとともに、労働条
件を文書の交付により明示しなければ
なりません。28 ページ記載の書面明示

6

1
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しなければならない事項に加え、「昇給
の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」

「相談窓口」についても書面での明示を
義務付けています（第 6 条）。

○正社員へ転換するチャンスを
　正社員を募集する場合は、すでに雇っ
ているパートタイマー・契約社員など
にも応募の機会を与えるなどの措置を
講じなければなりません（第 13 条）。

○行政による事業主への助言・指導
　都道府県労働局において、無料・非
公開の紛争解決手続きを行います。「均
衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関
する説明」についても、行政ＡＤＲ（裁
判外紛争解決手続）の対象となります。

　　　　契約更新と雇止め

　パートタイマー、契約社員などと期
間のある労働契約を結ぶときは、契約
期間満了時に更新の有無について明示
が必要です。更新する場合は、「更新す
る場合としない場合の判断基準」を明
示しなければなりません。また、雇用
を継続しない場合や、有期労働契約を

3 回以上更新し、または契約期間が 1
年を超えて継続勤務している労働者を
雇い止めとする場合は、契約期間満了
日の 30 日以上前に、その予告をしな
くてはなりません。有期雇用契約の更
新を何度も繰り返していると、労働者
側に「更新期待権」というものが生じ、
期間満了で自動的に労働契約が消滅す
るとはいえなくなるとされています。

　　　　労働基準関係法が適用

　解雇の場合は少なくとも 30 日前に
予告をするか、30 日分以上の平均賃金
を支払わなければなりません（労働基
準法第 20 条）。また、所定労働時間を
超えて労働させた場合は、割増賃金の
支払い（同法第 37 条）や要件を満た
せば有給休暇を付与しなければなりま
せん（同法第 39 条）。そのほかにも、
常時使用する場合は、健康診断の実施

（労働安全衛生法第 66 条）、妊産婦や
女性のパートタイマーに対する有害業
務の制限、産前産後の休業等の母性保
護措置を講じなければなりません。

2

3
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　　　　配偶者控除について

　社会保険料の本人負担や課税対象を
回避する範囲で働きたいという場合で
あっても、次の①②のいずれにも該当
する場合は被保険者となります。また、
従業員 500 人以下の企業においても労
使の合意がある場合は、企業単位で社
会保険に加入できるようになりました。
① 1 カ月の所定労働日数が常用雇用者
の 4 分の 3 以上
② 1 週の所定労働時間が常用雇用者の
4 分の 3 以上

　ただし、これに該当しない人でも、『1 
週の所定労働時間が 20 時間以上』『雇
用期間が継続して 1 年以上見込まれる』

『月額賃金が 8.8 万円以上』『学生でな
い』『常時 501 人以上の被保険者を使
用する企業（特定適用事業所）に勤め
ている』という条件を全て満たす場合
は被保険者となります。

　なお、勤務期間 1 年以上見込みの要
件は、2022 年 10 月より撤廃される予
定です。また、現在は常時 501 人以上
の企業が対象ですが、2022 年 10 月に

100 人超規模、2024 年 10 月に 50 人
超規模と段階的に引き下げられる予定
です。

　パートタイマーなど給与所得者は、
その年収に応じて課税されますが、本
人の課税や控除を受ける納税者が配偶
者控除を受けられるか否かは、それぞ
れの所得金額によって異なります。ま
た配偶者特別控除は、年収により控除
が受けられる金額が減額されることに
なっています。詳しくは税務署へお問
い合わせください。

4
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求人広告のインパクトとは

　　　　インパクトより情報を

　「応募者を増やすためにはやはりイン
パクトが大事ですよね？」ということ
をよくお聞きします。採用成功のため
には、『たくさんの応募者を集める』『イ
ンパクトのある広告を打つ』『良いこと
ばかり書く』・・・というように、目を
引く広告だけがよいとは限りません。

　広告に「100 名募集」や「大量募集」
と書いてあると目を引きますが、同じ
内容の広告が何回も続くと不審に思わ
れ、応募を敬遠されることもあります。
虚偽・誇大な表現は避け、労働条件だ
けでなく詳細な仕事内容や教育研修内
容、職場情報などプラスする情報が必
要となってきます。

　　　　求職者が求める情報は

　求職者が仕事を探す際に重要視する
項目は「賃金に含まれる手当の内訳」「職
場の人間関係・雰囲気」が上位に挙げ
られました。また、パートアルバイト
では「勤務体系の柔軟性」を重視する
との声が多いようです。求職者が知り
たい情報を積極的に明示いただき、ター
ゲット層にアピールすることが採用成
功につながります。

　　　　こんなところから誤解が

　「『とってもカンタン♪』『未経験大歓
迎』と書かれていたが、未経験ではで
きないような難しい仕事だった」「『て

7
1

3

2
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いねいに教えます』と書いてあったの
に、ほったらかしだった」など応募者
は労働条件以外の点にも注目して応募
します。仕事の難しさや教育について
は、受け取る方の主観によって違いが
生じるため、誤解を招かないような表
記や対応を心がけましょう。

　『すぐ働けます！』『時間・曜日相談
に応じます』と表記されている場合、
応募者は自分自身の希望を聞いてもら
えると判断します。本当であればよい
のですが、「すぐ働ける仕事は埋まって
しまった・・」「実は土日は絶対出て欲
しいんだ」となると、虚偽広告、おと
り広告と誤解されかねません。

　　　　求人メディアの自主規制

　当協会の会員をはじめ、求人メディ
アが取り扱う求人広告は、自主的な規
制により定めた基準に沿って確認を行
い、一定のルールの下で掲載していま
す。これは読者・ユーザーから信頼さ
れるほど求人広告の応募反響を高めら
れると考えているからです。

4

　広告に書いていなくても面接で説明
すれば大丈夫、と考えるのはトラブル
のもとです。『そんなこと広告には書い
てなかった』『広告に書いてあれば応募
しなかった』という気持ちになってし
まいます。例えば試用期間中は労働条
件が異なる、残業が恒常的にある、交
通費支給に規定があるなどの場合は、
実態に沿った表示をお願いします。ま
た、応募数が予想外に多いため書類選
考を実施するなど応募方法を変更する
場合、広告に記載がなかったとの不満
は意外に多いもの。変更理由を説明す
るなどの対応をお願いします。

　　　　親会社の名前での募集は

　「子会社名で募集しても応募が少ない
ので、知名度のある親会社名かグルー
プ名で求人広告を出したい」あるいは

「親会社で採用して子会社に出向という
形で人を回してもらいたい」と思うこ
ともあるのではないでしょうか。職業
安定法の改正により、労働者を募集す
る場合、労働者を雇用しようとする者
の氏名・名称を明示することが決まり
ました。子会社で雇用するのであれば、

5
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子会社の名前を明示する必要がありま
す。

　第三者（親会社）が求人者（子会社）
に代わって労働者の募集を行う募集方
法は委託募集となり、職業安定法第 36
条により原則として許可が必要となり
ます。また、親会社の名前を出したい
場合でも、「○△会社の関連会社です」
という程度の表現にとどめるべきです。
グループ名で募集する場合は、各社が
それぞれの募集内容を明示し、採用の
予定がないのに募集会社として表示し
たり、採用されれば親会社に勤務でき
るかのような表現は避けてください。

　　　　出向予定者の募集は

　出向には、採用された会社に籍を置
いたまま出向く在籍型と、採用された
会社との労働関係を解消して出向先の
労働者となる転籍を伴う移籍型の 2 種
類があります。労働契約法第14条では、

「出向の命令が、その必要性、対象労働
者の選定等の事情に照らして、権利を
濫用したものと認められる場合は無効
とする」と定めています。

　出向命令は会社が一方的に出せるも
のではなく、「当該労働者の同意その他
これを法律上正当づける特段の根拠（労
働契約上の根拠）」が必要とされます。
また、出向によって労働条件が著しく
低下することがないようにしなければ
なりません。

6

　　　　まずは、応募反響が出せるよう課題の検討を

知名度がある企業名を出せば応募は集まるかもしれませんが、活躍してもらえる人材が採用
できるか疑問があります。まずは、その企業の魅力や募集条件を再検討することからはじめ
てみませんか。求人メディアの営業担当者もお手伝いいたします。

Point
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求人広告の使いまわしは避けて

　写真やイラストをはじめ、お店や企
業を取材し考案したコピーなどから構
成されている求人広告は、著作権が生
じる可能性があります。通常、著作権
は制作側にありますので、一般的には
求人メディアにあります。反響がよかっ
た広告を他の求人メディアに掲載した
いときは、制作者に使用許可を求める
必要があります。

　『インターネット上にあるのは公表さ
れたものだから OK』という考えは危険
です。著作物であれば、著作権者から
の使用許可が必要になりますので、許
可を得ずにインターネット上の素材を
コピーして使うことは原則できません。

　また、従業員の写真を求人広告に使
用する場合は、必ず本人の同意を得る
こと、退職後は速やかに写真を差し替
えることなどの配慮が必要です。これ
は、肖像権や氏名権、プライバシーの
権利により、他人の肖像や氏名を無断

に広告に使用することはできないため
です。その他にも、商品のロゴやマー
ク、アニメのキャラクターや会社のマー
クなどは商標登録されており、商標法
により保護されています。

　また、前回掲載した求人広告を再度
掲載する場合は、労働条件に変更がな
いか十分に見直しを行ってください。
掲載時期によっては最低賃金が改訂さ
れており、旧賃金のまま最低賃金を満
たさない金額で募集していた、といっ
たことがないようにお願いします。

8

　　　　著作権や商標権、肖像権など知的財産に関しては慎重に

著作権法違反の罪、法人の場合は 3億円以下の罰金、自然人の場合は 10 年以下の懲役また
は 1000 万円の罰金が科されることになっています。民事上の損害賠償請求や、差し止め請
求などトラブルに巻き込まれないよう慎重に扱ってください。

Point
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　　　　応募者受付と手順の確認を

　応募の電話をかけたが、相手が事情
を知らないようだ、応募連絡が担当者
に伝わっていなかった、いつも担当者
につながらない・・、求人誌の発行日
なのに担当者が不在・・・。電話対応
のマイナス印象は、大きなトラブルの
原因になりかねません。あらかじめ応
募の受付担当者や担当者が不在の場合
の対応手順を決めておきましょう。受
付日・応募者氏名・連絡先・面接希望
日などを一覧にした受付表を作成して
おくと採否連絡の際にも便利です。

　　　　求人サイトの場合は

　ネットユーザーは送信したメールに
対して迅速な返信を期待しています。
求人に応募する場合も、メールの返信
はできるだけ早い方がよいでしょう。
とはいえ、24 時間対応することは現実
的ではありませんから、メールを受け
付けた旨を自動返信する機能を備える
と有効です。自動返信後の個別連絡も、
早めに行うと応募者も安心できます。

　　　　応募者対応シートの作成を

　「自分は○歳ですが応募できますか」
「仕事内容を詳しく教えてください」な
ど応募受付は求人に関する問い合わせ
を受けます。『応募資格や要件』『就業
規則』『最寄駅からの道順』など、想定
される質問と回答、求人広告の切抜き
をセットにした応募者対応シートを作
成しておくとスムーズに対応できます。

　　　　広告に書かれた対応で

　広告には『未経験者歓迎』と書いて
あったが、未経験を理由に断られた。『年
齢不問』と書いてありながら年齢を聞
かれた。『電話の上、履歴書持参』と書
いてあったが、電話をすると履歴書を
郵送するよう言われた。などなど、広
告内容と矛盾する断り方は大きなトラ
ブルとなります。応募者多数のため応
募資格を変更したい、電話のやりとり
で不採用を判断した、等理由はあると
思いますが、安易に広告と矛盾するこ
とを理由にするのは避けましょう。
 

9 応募者とのファーストコンタクトが入社後の活躍を左右します

1

4

3

2
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面接でのタブーを知っていますか

　　　　立場は対等な気持で

　面接は、実際にあって話をすること
で、業務適正や能力、人となりなど総
合評価を行う機会です。仮に苦情対応
能力や耐性を判断したくても、圧迫的
な態度では本来の姿を見失ったり、人
権侵害やパワーハラスメントと取られ
る可能性もあるため注意が必要です。
人権や差別に対する見識と配慮、観察
力や客観的な判断力をフルに発揮して
判断していただくようお願いします。

　　　　身元調査は避ける

　身元調査は、応募者の居住地、家庭
環境、思想・信条などの項目を調査す
ることであり、公正な選考とはいえま
せん。応募書類の記載事項以外につい
て知りたいことがある場合は、面接時
に直接本人に聞きましょう。

　　　　質問は慎重に！

　次のような項目を聞くことや応募者

専用エントリーシートなどを用いて記
載させることは人権侵害につながるお
それがあるため避けましょう。
①人種、民族、社会的身分、門地、本籍、 
　出生地
②人生観、社会観、生活信条、支持政 
　党や宗教等、思想・信条
③労働運動や学生運動、消費者運動な 
　どの社会運動歴
④家族の職業や収入、住宅事情、資産 
　などの家庭環境や家族構成
　1999 年労働省告示第 141 号におい
ても、 人種、民族、社会的身分、門地、
本籍、出生地その他社会的差別の原因
となるおそれのある事項、思想及び信
条、 労働組合への加入状況に関する個
人情報について基本的に収集してはな
らないとしています。

　　　　話しやすい雰囲気を

　まずは、面接に出向いてくれた応募
者へのお礼、担当者自身の自己紹介か
らスタートします。応募者は緊張状態
にありますので、「今朝の行動」や「交
通経路」など、応募者が話しやすい話
題から始めましょう。

10

4

3

2

1
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　　　　親切が仇になることも

　応募してもらったのに、既に希望し
ている時間帯や勤務地は埋まってし
まったということもあると思います。

「断るのも悪いから」「不採用にするに
は惜しいから」と違う仕事を勧めるの
はトラブルの元です。

　その場合は、充分に説明をし、理解
をいただくよう努めてください。応募
者は「希望の仕事だから」応募したの
です。そうした応募者に別の仕事を案
内するのは、「もともとその仕事はない
んじゃないか・・」「おとり広告なのかも」
など、不信感を与えかねません。誤解
を与えかねないというリスクを認識い
ただき、誠実に話をして理解していた
だきましょう。

　　　　求人内容をチェック

　応募者からの苦情を確認すると、勘
違いや記憶違いで求人広告と異なる説
明をしてしまったというケースがよく
あります。募集内容に関する質問をさ

れることも多いため、求人広告を手元
に持って置き、補足や詳細を説明いた
だくようお願いします。

　　　　条件変更せざるを得ない場合

　改正職業安定法により、当初明示し
た労働条件が変更になった場合は、そ
の内容を求職者に明示することを義務
付けられました。ハローワークや求人
広告で公募した以降に、労働条件を変
更せざるを得ない事情が生じたら、採
用内定者にはできるだけ速やかに連絡
してください。

　厚生労働省の告示によれば、労働条
件の明示は「可能な限り速やかに明示」
しなければなりません。原則として、
求職者と最初に接触する時点までに業
務の内容等を明示します。その際、特に、
裁量労働時間制の場合のみなし労働時
間、固定残業代制をとっている場合は
その詳細の明示が必要です。更に、明
示する内容が契約時に異なる可能性が
ある場合はその旨を明示するとともに、
既に明示した内容が異なることとなっ
た場合は、求職者に速やかに知らせる

求人広告と違うことを面接で説明するのは…11
1

3

2
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こととしています。

　　　　明示の方法は

・当初の明示の内容と変更等を対照と
することができる書面の交付
・採用時の書面において変更内容等に
下線を引いたり、着色したり、または
注記するなど理解しやすいようにすべ
きとしています。

　　　　誠実な対応が必要

　求人企業・事業主は求職者が労働契
約を結ぶか考える時間が確保されるよ
うできるだけ速やかに労働条件の明示
を行うこと、また、求職者から変更等
の理由について質問された場合は、適
切に説明することとされました。更に、
当初の明示した内容はそのまま労働契
約の内容となることが期待されている

　　　　募集時の労働条件は労働契約の締結まで保存しておく

募集時に明示した労働条件等の内容に関する記録は募集が終了する日、労働契約を締結する
日まで保存しなければなりません。また、面接などの交渉を通し、募集時明示した労働条件
を変更する場合は、改めてその内容を明示する必要があります。

Point

ものであり、安易に変更等してはなら
ないとしています。

　新卒採用の場合は、特に配慮が必要
であるため、労働条件の変更等は不適
切であること、また、原則として、「学
校卒業見込者等を労働させ、賃金を支
払う旨を約し、又は通知するまでに、
書面によって行うべき」とされました。

5

4
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不採用のときこそ迅速・ていねいに12
●応募書類の取扱いルールの設定を
　募集・採用・雇用後の場面で、応募
者および従業員の個人情報に十分注意
し、履歴書については、第三者の目に
触れないよう適正な管理が必要です。
まず、応募者の履歴書を取り扱う際の
社内ルールを決めましょう。できれば
社内規定とするなど重要な位置づけに
して、全従業員へ周知を図ります。履
歴書を扱う担当者の範囲、保管や破棄
の方法、返却の要望があった場合の対
応など、できるだけ具体的なガイドラ
インが望ましいでしょう。

●履歴書はできるだけ返却して
　「不採用になった会社から履歴書を返
却してもらえない」、「応募を辞退した
会社から個人情報が悪用されないか心
配だ」など、応募者からの相談も増え
ており、個人情報に関する意識は厳し
くなっています。不採用者の履歴書は、
できるだけ返却するようお願いします。
履歴書を返却しない場合は、あらかじ
めその旨を広告上に表記するなど応募
者に伝えておくことが望まれます。広
告スペースなどの問題で表記できない
場合は、応募電話の際、あるいは面接
の時に説明するようにしてください。

●選考書類の取扱い
　採用前に本籍地が表示してある書類
や身分証明書を求めることは、就職差
別につながるおそれがあります。どう
しても必要な場合は、応募者が、どの
証明書を提出するか選択できるように
しましょう。また、採用選考時に健康
診断書を提出させたり、健康診断を実
施することは、必要ない事項を把握す
る可能性があり、結果就職差別につな
がる可能性もありますので、必要性を
よくご検討ください。

●絶対に避けるべきことは
×履歴書が机の上などに出しっぱなし
×履歴書を担当者以外が見る
×返却すると説明しながら返却しない
×相手を間違えて返送する
×履歴書を紛失してしまう
×別の目的で個人情報を利用する
×不採用者の履歴書を関連会社に回す

●不採用の連絡は迅速・ていねいに
　応募者はできるだけ早く仕事に就き
たいと思い求職活動をしています。採
否連絡は、選考結果が決定次第、なる
べく早く行い、あらかじめ『○日くら
いには採否連絡をします』とスケジュー



27

ルを伝えておきます。不採用者には採
否連絡をしないという場合は『○日ま
でに連絡がない場合は、残念ですが・・』
と面接時に伝えておくとよいでしょう。
期日を過ぎても連絡がない場合、応募
者は結果を確認したくても「催促して、
選考に影響があるのでは・・」と非常
に不安な状態でいます。「連絡する」と
伝えた場合は、必ず早めに連絡してく
ださい。

●断るための口実は避ける
　断りにくいからといって、あれこれ
口実をつけ、応募を辞退してもらおう
とするのはトラブルの元です。「未経験
者歓迎」と表記しながら、「経験者が欲
しかった」、「勤務日相談に応ず」と表
記しながら「土日は絶対出勤して欲し
い」など求人広告と矛盾した対応は求
人企業の信用を落としかねません。

　不採用の理由を告げる必要はありま
せん。採用を見合わせる旨と応募書類
の取り扱いについて通知します。個人
情報の取り扱いに不安を感じる応募者
も多いので応募書類の返却と兼ねると
よいでしょう。

●個人情報とは
　個人情報保護法では、「生存する個人
の情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別できるもの（他の情
報と容易に照合することができ、それ
により特定の個人を識別することがで
きることとなるものを含む　第 2 条 1
項）」と規定しています。

　さらに指針では、業務の目的の範囲
内で求職者等の個人情報を収集するこ
ととしています。特に、次に掲げる個
人情報は基本的に収集してはいけませ
ん。
イ　社会的差別の原因の恐れのある　
　　事項
ロ　思想・信条
ハ　労働組合の加入状況
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採用は契約を結ぶこと13
●労働条件の明示
　労働基準法では「労働契約の締結に
際し、労働者に対して、賃金、労働時
間その他の労働条件を明示しなければ
ならない。（第 15 条）」と定めており、
また、労働契約法では「労働契約の内
容について、できる限り書面により確
認するものとする。（第 4 条第 2 項）」
と定めています。労働者と労働契約を
結ぶときには、次の事項については必
ず書面で明示しなければなりません。

●書面明示しなければならない事項
　①労働契約の期間　②期間の定めの
ある労働契約を更新する場合の基準　
③就業の場所・従事すべき業務　④始
業・終業の時刻、所定労働時間を超え
る労働（早出・残業等）の有無、休憩
時間、休日、休暇、労働者を２組以上
に分けて交代制勤務をさせる場合は就
業時転換に関する事項　⑤賃金の決定

（額）、計算・支払いの方法、賃金の締
切り・支払いの時期　⑥退職に関する
事項（解雇の事由を含む）　⑦昇給に関
する事項（口頭の明示でも可）　
　以下の事項については、定めがある
場合は明示する必要があります。
⑧退職手当が適用される労働者の範囲、

退職手当の決定、計算・支払方法、支
払時期　⑨臨時に支払われる賃金、賞
与等、最低賃金額に関する事項　⑩労
働者に負担させる食費、作業用品その
他に関する事項　⑪安全・衛生に関す
る事項　⑫職業訓練に関する事項　⑬
災害補償および業務外の傷病扶助に関
する事項　⑭表彰、制裁に関する事項
⑮休職に関する事項

　パートタイマーやアルバイトなどを
雇う場合は、パートタイム労働法によ
り上記の事項に加え、「昇給の有無」「退
職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」
を文書の交付等により明示しなければ
なりません。また、時間外割増賃金に
ついて「固定残業代」で支払っている
場合は内容についてしっかり説明及び
明示するようにしましょう。

●労働条件を明示するには
　辞令や労働契約書（労働条件通知書）
にその労働者に適用する労働条件を明
記してください。本人に適用する部分
を書面にして就業規則を交付すること
でも差し支えありません。　※法律で
定める基準に達しない労働条件は無効
であり、無効の部分については、法律
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で定める基準によることになります。

●労働者と雇用主は対等
　就業形態の多様化、個別労働紛争の
増加等に対応し、労働者と雇用主の労
働関係が良好なものとなるよう施行さ
れた法律に「労働契約法」があります。
労働者と雇用主は対等であり、両者が
合意すれば労働契約を変更できること
や、労働者が一方的に不利になる労働
契約の変更はできないことなどが定め
られており、以下の 3 つのルールが規
定されています。

①無期労働契約へ転換…有期労働契約
が反復更新されて通算 5 年を超えたと
きは、労働者の申込により、期間の定
めのない労働契約（無期労働契約）に
転換されます。

②「雇止め法理」の法定化…反復更新
された有期労働契約で、その雇止めが
解雇同様と認められる場合など、一定
の場合には雇用主による雇止めが認め
られない事になります。

③不合理な労働条件の禁止…有期契約
労働者と無期契約労働者との間で、期

間の定めがあることによる不合理な労
働条件の相違を設けることを禁じてい
ます。さらに 2020 年 4 月 1 日施行の
パートタイム・有期雇用労働法により
具体的な事項が規定されています。

※無期労働契約への転換については、
特例により、認定を受けて「５年を超
える一定の期間内に完了することが予
定されている業務に就く高度専門的知
識を有する有期雇用労働者」は業務に
就く期間（上限 10 年）、「定年後に有
期契約で継続雇用される高齢者」につ
いては定年後引き続き雇用されている
期間、無期転換申込権が発生しないこ
とになります。

●募集時と異なる労働条件は
　採用に当たって、募集時の明示と異
なる内容等の労働条件を提示する場合
は、改めてその条件を明示する必要が
あります。ただし、募集時の明示され
た項目はそのまま労働契約の内容とな
ることが期待されているものであり、
安易に変更などをすべきではないとし
ています。
※次ページに労働条件通知書モデル様
式を掲載しています。
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労働条件通知書のモデル様式
年　月　日

　　　　　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業場名称・所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用者職氏名

契約期間

期間の定め無し、期間の定めあり（　年　月　日　～　　年　月　日）
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入
1　契約の更新の有無
  　□自動的に更新する　　　　　□更新する場合があり得る
　  □契約の更新はしない　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　  ）
2　契約の更新は次により判断する
　  □契約期間満了時の業務量　　□勤務成績・態度　□能力
  　□会社の経営状況　　□従事している業務の進捗状況
  　□その他（　　　　　　　　　　　　  ）

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】
無期転換申込権が発生しない期間：　Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者）
Ⅰ　特定有期業務の開始から完了までの期間（　　　年　　カ月（上限 10 年））
Ⅱ　定年後引き続いて雇用されている期間

就業の場所

従事すべき業務の内容
【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】
・特定有期業務（　　　　　　　　　　　　　開始日：　　　　完了日：　　　　）

始業、終業の時刻、休憩時間、
就業時転換（(1) ～ (5) のうち
該当するもの一つに○を付け
ること）、所定時間外労働の
有無に関する事項

１　始業・終業の時刻等
　(1) 始業（　　時　　分）　　終業（　　時　　分）
    【以下のような制度が労働者に適用される場合】
　(2) 変形労働時間制等；（　　）単位の変形労働時間制・交替制として、次の
　勤務時間の組み合わせによる。
   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）
   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）
   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）
    (3) フレックスタイム制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。
　　（ただし、フレキシブルタイム（始業）　時　分から　 時　分、
　　　　　　　　　　　　　　　　（終業）　時　分から　 時　分、
　　　　　　　　　  　         コアタイム 　　時　分から　 時　分）
　(4) 事業場外みなし労働時間制；始業（　時　分）終業（　時　分）
　(5) 裁量労働制；始業（　時　分） 終業（　時　分）を基本とし、労働者の決
　定に委ねる。
　※詳細は、就業規則第○条～第○条、第○条～第○条、第○条～第○条
２　休憩時間（　　）分
３　所定時間外労働時間の有無（有、　無）

休日

・定例日；毎週　　曜日、国民の祝日、その他（　　　　　　　　　　　　）
・非定例日；週・月当たり　　日、その他（　　　　　　　　　　　　　　）
・1 年単位の変形労働時間制の場合；年間　日
※詳細は、就業規則第○条～第○条、第○条～第○条
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休暇

１　年次有給休暇　6 カ月継続勤務した場合；　日　
　　継続勤務 6 カ月以内の年次有給休暇；有（　カ月経過で　日）・無
　　時間単位年休（有・無）
２　代替休暇（有・無）
３　その他の休暇　有給（　　　　　　　　　　）、無給（　　　　　　　　　）
※詳細は、就業規則第○条～第○条、第○条～第○条

賃金

1　基本賃金　イ　月給（　　　　　　　円）、ロ　日給（　　　　　　　円）
　　　　　　  ハ　時間給（　　　　　　　円）、
　　　　　　  ニ　出来高給（基本単価　　　　　円、保障給　　　　　円）、
　　　　　　  ホ　その他（　　　　　　　円）、
　　　　　　  ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等（　　　　　　     ）
2　諸手当の額又は計算方法
　  イ（　　手当　　　　　　円　／　計算方法；   　　　　　　　　　　　）
　  ロ（　　手当　　　　　　円　／　計算方法；   　　　　　　　　　　　）
　  ハ（　　手当　　　　　　円　／　計算方法；   　　　　　　　　　　　）
　  ニ（　　手当　　　　　　円　／　計算方法；   　　　　　　　　　　　）
3　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
　  イ　所定時間外；法定超月 60 時間以内（　　　）％、月 60 時間超（　　　）％、
　　　  所定超（　　）％
　  ロ　休日；法定休日（　　）％、法定外休日（　　）％
　  ハ　深夜；（　　）％
4　賃金締切日（　　）－毎月　日、（　　）－毎月　日
5　賃金支払日（　　）－毎月　日、（　　）－毎月　日
6　賃金の支払い方法（　　　　　　　　　　　　　　）
7　労使協定に基づく賃金支払い時の控除　有（　　　　）　・　無
8　昇給　有（時期等；　　　）　・　無
9　賞与　有（時期；　　　金額等；　　　）　　・　無
10  退職金　有（時期；　　金額等；　　　）　　・　無
※ 7 ～ 10 は定めがある場合に記入

退職に関する事項

1　定年制　有（　　歳）　・　無
2　継続雇用制度　有（　　歳）　・　無
3　自己都合退職の手続き　退職する（　　）日以上前に届け出ること
4　解雇の事由及び手続き
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）
詳細は、就業規則　第　条～第　条、第　条～第　条

その他

・社会保険の加入状況（　厚生年金　　健康保険　　厚生年金基金
   その他（　　　　　　　　　　　　）　）
・雇用保険の適用（　有　・　無　）
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
　部署名 　　　　　担当者職氏名　　 　　　　（連絡先　　　　　　　　）
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※以下は、「契約期間」について『期間の定めあり」とした場合についての説明です。
　労働契約法第 18 条の規定により、有期労働契約（2013 年 4 月 1 日以降に開始するもの）
の契約期間が通算 5 年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込
をすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に
転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、この「5 年」
という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなります。

※以上のほかは、当社就業規則による。
※労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。

（一般労働者用；常用、有期雇用型）
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最低賃金は法律で決められ毎年更新される14
●最低賃金を下回る雇用はできない
　労働基準法は、「労働条件は、労働者
が人たるに値する生活を営むための必
要を充たすものでなければならない。」
という理念を第 1 条でかかげ、さまざ
まな条件を定めています。賃金につい
ては「これだけの額以上の賃金を支払
わなければならない」ということを別
に定めた「最低賃金法」があります。
雇用主は原則として、この賃金を下回っ
て、人を雇うことはできません。
　金額は、都道府県ごとに地域別最低

賃金として下記表の金額が定められて
います。また、業種によっては特定（産
業別）最低賃金も別途定められており、
いずれか高いほうが適用されます。な
お、派遣労働者にも、派遣先に適用さ
れる地域別最低賃金または特定（産業
別）最低賃金が適用されます。

●賃金に関する法律
　日本国憲法は「賃金、就業時間、休
息その他の勤労条件に関する基準は、
法律でこれを定める。（第 27 条第 2 項）」

　　　　日額で定めている場合は最低賃金をクリアしているかの確認を

日額で定めている場合は、その金額を 1 日の所定労働時間数（日によって所定労働時間が異
なる場合には、1 週間における 1 日平均所定労働時間数）で除した金額と最低賃金額を比較
してください。※具体的な算定の方法や特定 ( 産業別）最低賃金の適用対象かどうかなど詳
しくは、労働基準監督署にお問い合わせください。

Point

2021 年度 地域別最低賃金表（単位 : 円）
都道府県名 時間額 都道府県名 時間額 都道府県名 時間額 都道府県名 時間額

北海道 889 東　京 1041 滋　賀 896 香　川 848
青　森 822 神奈川 1040 京　都 937 愛　媛 821
岩　手 821 富　山 877 大　阪 992 高　知 820
宮　城 853 石　川 861 兵　庫 928 福　岡 870
秋　田 822 福　井 858 奈　良 866 佐　賀 821
山　形 822 新　潟 859 和歌山 859 長　崎 821
福　島 828 山　梨 866 鳥　取 821 熊　本 821
茨　城 879 長　野 877 島　根 824 大　分 822
栃　木 882 岐　阜 880 岡　山 862 宮　崎 821
群　馬 865 静　岡 913 広　島 899 鹿児島 821
埼　玉 956 愛　知 955 山　口 857 沖　縄 820
千　葉 953 三　重 902 徳　島 824

※例年 10 月頃に改定され、発効日当日以降から適用されます（地域ごとに発効日は異なります）。
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としており、労働基準法第 11 条で「賃
金とは、賃金、給料、手当、賞与その
他の名称にかかわらず、労働の対償と
して使用者が労働者に支払うすべての
もの」と定めています。

●賃金の支払いの 5原則
①通貨払いの原則
　賃金は通貨で支払わなければなりま
せんが、労働者の同意があり、労働者
が指定する口座に振り込まれること、
賃金支払日に引き出せることを要件に、
本人名義の口座に振り込むことは可能
です（現物支給は許されませんが住宅
供与や通勤定期券の支給など、労働協
約に定めがある場合は認められます）。
②直接払いの原則
　賃金は直接労働者に支払わなければ
なりません。労働者から委任を受けた
代理人や、未成年者の親権者・後見人
に賃金を払うことは、「直接払い」の原
則に触れることになります。ただし、
本人がケガなどで受け取れない場合、
使者（妻など）に支払うことは可能です。
③全額払いの原則
　賃金はその全額を支払わなければな
りません。ただし、法令（所得税、社
会保険料等の公租公課）の定めがある

場合、労使協定がある場合（財形貯蓄等）
には、賃金の一部を控除して支払うこ
とができます。
④毎月最低 1 回払いの原則
　賃金は、毎月 1 回以上支払わなけれ
ばなりません。
⑤一定期日払いの原則
　賃金は一定の期日を定めて、その日
に支払わなければなりません。「第 4
金曜日」のような定め方は、「一定期日」
とはいえないとされています（月の末
日払いと定めるのは可）。臨時に支給さ
れる賃金、賞与、算定期間が１カ月を
超える場合の精勤手当などは一定の期
日払いの例外とされています。

●支払い明細書の交付義務
　通貨払いか振込みかにかかわらず、
給与支払明細書（基本給・手当その他
賃金の種類ごとの金額、源泉徴収税額、
社会保険料等）を労働者に交付しなけ
ればなりません（所得税法第 231 条）。

●賃金台帳の保存
　雇用主は、賃金台帳などを作成して
3 年間保存する義務があります（労働
基準法第 108 条、109 条）。
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慣例的な身元保証は一考を15
●損害賠償の保証となる身元保証契約
　身元保証契約は労働契約とは別個の
もので、主に金銭を扱う仕事に就く場
合は、雇用形態に関わらず身元保証人
を立ててもらう会社は多いようです。
労働者が売上金着服などによって雇用
主が被った経済的損害を確実に支払わ
せるために、あらかじめ保証人を立て、
この保証人と雇用主の関係で結ばれる
ものです。あくまで損害賠償の保証で
あり、それ以外の責任には及びません。

●身元保証を立てられない場合も多い
　身元保証契約における損害賠償責任
は、損害の公平な分担の見地から軽減
される場合も多いようです。核家族化
が進み、昨今は身元保証人を立てられ
ないという方も増えていますし、「アル
バイトやパートタイマーなのに、保証
人を立てなければ入社は難しいのです
か？」という相談も多く、本当に必要
かどうか、今一度ご検討ください。

身元保証に関する法律（抜粋）

第 1 条　期間の定めのない身元保証契約は、成立の日から 3 年間有効とする。ただし、 

　商工業見習者の身元保証契約は 5 年間有効とする。

第 2 条　身元保証契約の期間は 5 年を超えてはならない。5 年を超えた契約をしても 

　5 年に短縮する。更新する場合でも、更新した時から 5 年を超えてはならない。

第 3 条　以下のような事態が発生したときは、使用者は身元保証人に直ちにその旨を 

　通知しなければならない。

1　労働者が担当している仕事をうまくこなすことができなかったり、真面目に仕事 

　をしておらず、身元保証人の責任が発生しそうなとき

2　使用者が労働者の仕事の内容や勤務地を変更したために、身元保証人の責任が重 

　くなりそうだったり、身元保証人が労働者を監督することが難しくなったとき

第 4 条　身元保証人は、第 3 条の通知を使用者から受けた場合、または自らその事態 

　を知った場合には、将来に向かって契約を解除することができる。

第 5 条　（略）

第 6 条　この法律の規定に違反する特約で保証人に不利益となる契約は無効とする。
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社会保険の申請は入社後すぐに

●社会保険の適用は強制
　「すぐ辞められてしまったら二度手間
になるので、入社後 3 カ月過ぎるまで
待って社会保険の申請をしています」と
いうことをお聞きしますが、労災保険、
雇用保険、健康保険、厚生年金保険の
適用は強制的なもので、雇用主の判断や
労働者個人の意思によって適用の有無を
決めることはできません。試用期間中の
者といえども適用除外に該当しませんの
で、採用したら雇用主は速やかに被保険
者の届け出をしなければなりません。

●労災保険（労働者災害補償保険）
　たとえアルバイトでも労働者を雇っ
ている事業所すべてが、必ず加入しな
ければなりません。保険料は会社が全
額を負担し労働者が業務災害（仕事が
原因となって生じた負傷、病気、障害
または死亡）や通勤災害（通勤が原因
となって生じた負傷、病気、障害また
は死亡）を被ったときに必要な保険給
付が行われます。

●雇用保険
　労働者を雇用する事業所すべてに適
用され、原則として労働者全員が被保
険者となります。また、パートタイマー

についても、次の要件のいずれにも該
当する人は被保険者となります。
① 1 週間当たりの所定内労働時間が 20
時間以上
② 31 日以上雇用される見込みがある

　掛けもちパートなど 2 カ所で働いてい
る場合は主として生計を維持する給与を
もらっている方の会社で加入します。
　2022 年 1 月からは、複数の事業所
で勤務する 65 歳以上の労働者が、下
記の３つの加入要件を満たす場合に、
特例的に雇用保険の被保険者となるこ
とができる制度（65 歳以上の雇用保険
のマルチジョブホルダー制度）が始ま
ります。① 65 歳以上の労働者である
こと。②１週間の所定労働時間が 20
時間以上であること③それぞれの雇用
見込みが 31 日以上であること。なお、
雇用保険に加入できるのは２つの事業
所までです。また、２つの事業所は異
なる事業主であることが必要です。

　離職の日以前 2 年間に賃金支払基礎
日数 11 日以上の月が 12 カ月以上あれ
ば失業時に保険給付が受けられます。
保険料は労働者の賃金の額に応じた一
定の額を会社と労働者が負担します。

16
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　　　　手続きには期限があるため速やかに

健康保険・厚生年金保険は 5日以内に年金事務所で、雇用保険は翌月 10 日までにハローワー
クで、それぞれ加入の手続きを行わなければなりません（介護保険への加入は、40 歳の時点
で自動加入となります）。入社したら、なるべく早く手続きをお済ませください。

Point

●健康保険（全国健康保険協会の場合）
　常時 1 人以上の従業員を雇用する法
人事業と常時 5 人以上の従業員を雇用
する適用業種の個人事業所は、必ず加
入しなければなりません。保険料は、
労働者の賃金の額に応じた一定の額を、
会社と労働者が半分ずつ負担します（介
護保険料は 40 歳以上 65 歳未満）。

●厚生年金保険
　適用範囲は、健康保険と同じです。
臨時に雇用されている場合などを除き、
全員が被保険者となります。保険料は、
労働者の賃金の額に応じた一定の金額
を会社と労働者が半分ずつ負担します。

　健康保険・厚生年金は、通常の労働
者と比較して、労働時間・労働日数が
4 分の 3 以上であれば、下記の①～⑧
を除いてアルバイト・パートタイマー
などについても適用されます。

① 2 カ月以内の期間を定められた臨時

雇用者　②日日雇い入れられる者で 1
カ月以内の者　③ 4 カ月以内の季節的
業務に使用される者　④ 6 カ月以内の
臨時的事業の事業所に使用される者　
⑤所在地の一定しない事業に使用され
る者　⑥船員保険の被保険者　⑦国保
組合の事業所に使用される者　⑧後期
高齢者医療の被保険者

　また、常時 501 人以上の企業（特定
適用事業所）では、週 20 時間以上で、
賃金月額 8 万 8000 円以上、勤務期間
１年以上が見込まれ、学生でない労働
者も被保険者となります。従業員 500
人以下の企業においても労使の合意が
ある場合は、企業単位で社会保険に加
入できるようになっています。

　なお、勤務期間 1 年以上見込みの要
件は、2022 年 10 月より撤廃される予
定です。また、現在は常時 501 人以上
の企業が対象ですが、2022 年 10 月に
100 人超規模、2024 年 10 月に 50 人
超規模と段階的に引き下げられる予定
です。
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法律ミニ知識

高年齢者雇用安定法

　少子高齢化が急速に進展する中で、

働く意欲がある高年齢者がその能力を

十分に発揮できる環境整備が急務と

なっています。これまで高年齢者雇用

安定法では、事業主は、① 65 歳まで

定年を引上げる、② 65 歳までの継続

雇用制度を導入する、③定年を廃止す

る、のいずれかの措置を取ることを義

務付けていました。

　さらに労働者の多様な特性やニーズ

を踏まえ、70 歳までの就業機会の確

保につなげるため、同法が改正され、

2021 年４月１日から、事業主として

下記のいずれかの措置を制度化する努

力義務が設けられました。

① 70 歳までの定年を引上げる、② 70

歳までの継続雇用制度を導入する、③

定年を廃止する、④ 70 歳まで継続的

に業務委託契約を締結する制度を導入

する、⑤ 70 歳まで継続的に以下 a.b. の

事業に従事できる制度を導入する

a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業

b. 事業主が委託、出資（資金提供）等

する団体が行う社会貢献事業

1 働き方改革関連

　労働者の個々の事情に応じ、多様な

働き方を選択できる社会を実現し、よ

り良い将来の展望を持てることを目指

して働き方改革関連法が順次施行され

ています。ポイントは以下の 3 つです。

●時間外労働の上限規制の導入
　時間外労働の上限について、月 45

時間、年 360 時間を原則とし、臨時的

な特別な事情がある場合でも年 720 時

間、単月 100 時間未満、複数月平均

80 時間（休日労働含む）を限度に設定。

● 1人 1 年あたり 5日間の年次有給休
暇の取得を義務付け
　使用者は 10 日以上の年次有給休暇

が付与される全ての労働者に対し、毎

年 5 日、時季を指定して有給休暇を与

える必要があります。

●正規雇用労働者と非正規雇用労働者
の間の不合理な待遇差を禁止
　同一企業内において、正規雇用労働

者と非正規雇用労働者の間で、基本給

や賞与などの個々の待遇ごとに不合理

な待遇差の禁止。

2
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　　　賃金の支払い

●新型コロナウイルス関連
　労働基準法第 26 条では、使用者の

責に帰すべき事由による休業の場合に

は、使用者は、休業期間中の休業⼿当（平

均賃金の 100 分の 60 以上）を⽀払わ

なければならないとされています。労

働者が、新型コロナウイルスに感染し

ており、都道府県知事が行う就業制限

により休業する場合は、一般的には「使

用者の責に帰すべき事由による休業」

に該当しないと考えられ、休業⼿当を

⽀払う必要はありません。なお、被用

者保険に加入されている方で要件を満

たしていれば、協会けんぽ等の各保険

者から傷病⼿当金として、平均の標準

報酬日額の３分の２が補償されます。

　感染が疑われる場合で「帰国者・接

触者相談センター」に相談した結果、

職務の継続が可能であるにもかかわら

ず、使用者の自主的判断で休業させる

場合には、一般的に「使用者の責に帰

すべき事由による休業」に当てはまり、

休業⼿当を⽀払う必要があります。な

お、新型コロナウイルスかどうか分か

らない時点で、発熱などの症状がある

ため労働者が自主的に休まれる場合は、

通常の病欠と同様に取り扱っていただ

くことなどが考えられます。

● 3日で辞めても賃金の支払いは必要
　「せっかく採用しても 3 日で辞めた

り、無断欠勤や遅刻が多いなど勤怠不

良の者には賃金は⽀払いたくない」そ

ういった気持ちもわかりますが、法律

上は許されません。

　賃金とは「労働の対償として雇用主

が⽀払う」ものです。まず労働があって、

その報酬として賃金が存在するのです。

3 日間働いた社員には、その対償とし

てその分の賃金は⽀払わなくてはなり

ません。

●入社前研修や教育訓練中の賃金
　雇用主が内定者に対し、雇用契約の

範囲内で、実際に業務・仕事に従事さ

せるに当たって、必要な知識・技能を

修得する教育訓練を行う場合、その受

講を指示された内定者としては受講せ

ざるを得ないことになります。

　このことから、教育訓練を受けるこ

3



とも労働に従事すべき義務の一環で、

研修内容が業務・仕事に関連し受講が

義務付けられている場合は、労働に従

事したものとして賃金を⽀払う必要が

あります。入社前研修の賃金について

は、一般的には、賃金を日割りにしたり、

その間をアルバイト採用として賃金を

⽀払う企業が多いようです。

●試用期間や研修期間の賃金
　労働者の適性をはかるため、試用期

間や研修期間を設けてその賃金を定め

る場合、特に法律上の明確な規制はあ

りません（ただし、最低賃金以下は法

律違反です）。しかし、試用期間だから

といって、ほかの従業員と大きな差を

つけることは好ましくありません。試

用期間中の賃金が本採用と異なる場合

は、求人広告にその金額の表記が必要

となります。試用期間中の賃金表記が

ないことで求職者とのトラブルが多発

していますので、必ず表記するように

お願いいたします。

●インターンシップの賃金
　インターンシップの実習が、見学や

体験的なもので雇用主からの指揮命令

を受けていない場合、労働者とは認め

られませんので賃金⽀払いの対象とな

りません。しかし、生産活動に従事させ、

事業場と学生との間に使用従属関係が

認められる場合は、労働者に該当する

ものと考えられ、賃金の⽀払いが必要

となります。

●遅刻者の賃金カット（減給制裁）
　「一回の遅刻につき、罰金 10 万円」

など多額の減給制裁を科すことは労働

基準法により許されません。ただし、

就業規則で「減給の制裁規定」を定め

ておき、労働基準法に定める制限を超

えない範囲内で賃金を減額することは

可能です。たとえば、「遅刻 3 回につ

き○×円を賃金から差し引く」と定め

ることはできます（1 事案について平

均賃金 1 日分の 50％、1 カ月分の賃金

の 10％を超えないことが要件）。

　また、欠勤、遅刻などによって就労

しなかった分の賃金は差し引いても問

題ありません。5 分の遅刻を 5 分ぶん

だけカットすることはノーワーク・ノー

ペイの原則（職務に従事しなかった期

間・時間については、賃金を⽀払わな

くてもよい）に反しませんが、5 分の

遅刻を 30 分の遅刻としてカットする
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ような処理は違法となります。少しの

遅刻に対してあまり多額の減給をする

ことは法の趣旨にも反しますし、労務

管理上良い効果があげられるか十分検

討しておく必要があります。

●連絡がつかない者へ支払う賃金
　勝⼿に辞めたり、連絡もなく急に来

なくなった労働者に連絡がつかないた

め給料が⽀払えないという場合は、給

料の⽀払いを振込とする契約をしてい

て、振込先が分かっているときは、給

料日に振り込んでおくべきでしょう。

そうでない場合は、本人がいつ取りに

来ても⽀払えるようにしておかなけれ

ばなりません。賃金の⽀払いの時効（賃

金の請求権）は 3 年ですので、この間

に本人が給料を取りに来た場合は、⽀

払わなくてはなりません。なお、退職

金についての時効は 5 年です。

●契約した労働時間は保障
　「週 5 日、1 日 5 時間」の約束でパー

トタイマーを雇っているような場合、

仕事がないからといって 3 時間で帰ら

せたり、休ませたりすることはできま

せん。雇用契約にあたって日数、時間

帯を決定しているのですから、その時

間は労働を提供してもらい、賃金を⽀

払う義務があります。雇用主の都合で

休んでもらう場合は、休業⼿当（平均

賃金の 60％）の⽀払いが必要です。

●育児・介護休業等の賃金
　育児・介護休業、産前産後休暇、育

児時間等の賃金を有給として取り扱う

かどうかは企業の定めによります。就

業規則などで明確にしておきましょう。

●裁判員に選ばれた者の賃金
　裁判員制度の「裁判員」は、労働基

準法第７条に定める「公の職務」に当

たります。労働者から請求があれば、

そのための時間（または日）を与えな

ければなりませんが、有給か無給かは、

当事者の自由に委ねられています。

●損害額を賃金から差し引けるか
　会社が実際に労働者から損害を被っ

た場合でも、賠償額を賃金から差し引

くことは賃金全額払いの原則に反する

と考えられます。労働者が業務を遂行

する中で発生した損害については、労

働者のみに責任を負わせることは不公

平であり、損害負担については労使双

方に公平な分担とするのが一般的です。



　　　残業手当と変則労働時間

●法定労働時間の原則
　労働基準法では、法定労働時間とし

て「労働時間は1日8時間、1週40時間」

（特例措置対象事業場である商業、映画・

演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のう

ち 10 人未満の事業所は 1 週 44 時間）

と定めています。いわゆる残業⼿当（時

間外割増賃金）は、下表の①〜③のど

れかに当てはまれば、⽀払わなくては

なりません。また、労働時間が週 40

時間内であっても、1 日 8 時間を超え

る日については割増賃金を⽀払わなく

てはなりません（労働基準法第 37 条）。

8 時間（週 40 時間）を超えての労働

を命じることができるのは、その事業

場の従業員の過半数が加入している労

働組合、または従業員の過半数を代表

する者と書面協定（三六協定）を結び、

4 所轄の労働基準監督署に届け出た場合

のみです（労働基準法第 36 条）。

●割増賃金の計算方法
　基礎となるのは、原則として「通常

の労働時間または労働日の賃金」です

が、①家族⼿当　②通勤⼿当　③別居

⼿当　④子女教育⼿当　⑤住宅⼿当　

⑥臨時に⽀払われた賃金（結婚⼿当金、

見舞金など突発的理由によるもの）　⑦

1 カ月を超える期間ごとに⽀払われる

賃金（賞与またはそれに類似するもの）

は、割増賃金の算定基礎に算入しなく

てもよいとされています。ただし、①

②⑤は一律に⽀給される場合は算入し

ます（労働基準法第 37 条第 2 項、則

第 21 条）。

●割増賃金率の猶予
　月 60 時間超の時間外労働について

は、割増率が 50％に引き上げられまし

①時間外労働 法定労働時間（1日 8時間・週 40 時間）を超えて働かせた場合　※
特例措置対象事業場は 1週 44 時間 25％以上

②深夜労働 午後 10 時から翌午前 5時の時間帯に働かせた場合 25％以上

③休日労働 法定の「1週 1日」または「4週 4日」の休日に働かせた場合 35％以上

①＋② 時間外労働が深夜に及んだ場合 50％以上

②＋③ 法定の休日労働が深夜に及んだ場合 60％以上
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た。ただし、中小企業（資本金 3 億円

以下（小売業とサービス業は 5000 万

円以下、卸売業は 1 億円以下または労

働者数 300 人以下、小売業は 50 人以下、

サービス業と卸売業は 100 人以下）に

ついての引き上げは 2023 年 3 月 31 日

まで猶予されており現在は 25％です。

 

●変則な労働時間に対応する制度
　法定労働時間（1 日 8 時間、1 週 40

時間）の原則になじまない業種や業務の

場合、労働基準法では、変形労働時間制

として一定の条件のもといろいろな労働

時間制度を認めています。

●フレックスタイム制
　一定の期間についてあらかじめ定め

た総労働時間の範囲内で、労働者が始

業・終業時間を選択して働くことがで

きる制度です。制度の採用には、労使

協定を締結し、就業規則などで「始業・

終業の時刻を労働者の決定に委ねるこ

と、労働者の範囲、清算期間、清算期

間における総労働時間（清算期間にお

ける所定労働時間）、基準となる 1 日

の労働時間」等を定める必要がありま

す。別途、届出等が必要な場合もあり、

詳細、関係機関に問い合わせください。

●その他の変形労働時間制
　1 カ月単位の変形労働時間制／ 1 日、

1 週当たりの所定労働時間の上限はなく、

平均して 1 週 40 時間を超えなければ、

1 日 8 時間、1 週 40 時間の原則を超えて

も、時間外労働とはなりません。

　1 年単位の変形労働時間制／ 1 年以

内の一定の期間を平均し、1 週間当た

りの労働時間が 40 時間以下の範囲内

とすれば、特定の週または特定の日に

法定時間を超えて労働させることがで

きるという制度です。

　1 週間単位の非定形的変形労働時間

／旅館や飲食店などで、団体客の予約

が急に入るなど、日ごとの業務量の予

測がつきにくいような事業で常時使用

する労働者が 30 人未満において、労

使協定を結び、前週末までに翌週の各

日の労働時間を週 40 時間の範囲内で

1 日 10 時間まで労働させることがで

きる制度です。

　満 18 歳に満たない者には、この変形

労働時間制を適用できません。また、妊

産婦が請求した場合は、これら変形労

働時間制の規定に関わらず、法定労働

時間を超えて労働させてはなりません

ので、ご留意ください。



　　　残業時間の把握

●残業時間の上限
　残業時間の上限は法律で定められ、

原則として月 45 時間・年 360 時間（１

日当たり２時間程度の残業に相当）で、

臨時的な特別の事情がなければこれを

超えることはできません。臨時的な特

別の事情があって労使の合意があって

も、年 720 時間以内、複数月平均 80

時間以内（休日労働を含む）、月 100

時間未満（休日労働を含む）を超えて

はいけません（月 80 時間は１日当た

り４時間程度の残業に相当します）。ま

た、原則である月 45 時間を超えるこ

とができるのは年間６カ月までです。

●労働時間の把握は義務
　雇用主は、労働者を雇用したらその

労働時間を把握する義務があります。

働き方改革の一環として労働時間法制

が見直され、裁量労働制が適用される

人や管理監督者も含め、全ての人の労

働時間の状況が客観的な方法、その他

適切な方法で把握することが義務付け

られています。営業職など社外業務に

従事する者も例外ではありません。

5
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●事業場外のみなし労働時間制
　法定労働時間を超えて労働させた場

合は時間外労働の割増賃金を⽀払わな

ければなりません。しかし、外回りの

営業など社外業務の労働時間を把握す

るのが難しい場合もあります。具体的

な指揮監督が及ばない仕事を事業場外

で行う場合、実際の労働時間に関係な

く一定の時間を労働したものとみなす

のが、この制度です（労働基準法第 38

条の 2）。たとえば、社外業務に必要と

される時間が平均して 1 日 8 時間であ

る場合には、労働時間を算定すること

なく、8 時間働いたとみなします。み

なし労働時間を定める場合は、「みなす

時間」の労使協定を結び、それが法定

労働時間を超えるのであれば三六協定

の締結も必要です。この割増賃金分を

「一律の営業⼿当」として⽀給する場合

は、その額はみなす時間の割増賃金相

当額以上の額でなければなりません。

●みなし労働時間にならないケース
　①グループ等で行動する場合、その

メンバーの中に労働時間の管理をする

者がいる場合（上司との随行出張など

は労働時間の算定が可能なため）、②無

線等で随時雇用主の指示を受けながら
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労働している場合（携帯電話などで上

司が常に行動を把握し、報告・連絡・

指示が随時なされている実態がある場

合）、③事業場において、訪問先、帰社

時刻等の具体的指示を受け、指示どお

りに従事し、その後事業場に戻る場合

●裁量労働制
　裁量労働制とは、業務遂行の方法を

労働者の裁量にゆだね、一定の時間労

働したものとみなすという制度で、「専

門業務型裁量労働制」（労働基準法第

38 条の 3）、「企画業務型裁量労働制」

（労働基準法第 38 条の 4）の 2 つの形

態があります。なお、裁量労働制であっ

ても休憩や休日、時間外・休日労働、

深夜業に関する規定は適用されます。

●企画業務型裁量労働制
　事業運営上の重要な決定が行われる

事業場（本社など）においての企画、

立案、調査、分析の業務を行う者に、

その遂行の⼿段や時間配分を自らの裁

量で決定させ、雇用主から具体的指示

をしない制度です。実際の労働時間に

かかわりなく、労使委員会の決議で定

めた時間を労働したものとみなします。

●専門業務型裁量労働制
　研究開発の業務その他、業務の性質

上その業務方法を大幅に労働者の裁量

にゆだねる必要があるため、その遂行

の⼿段や時間の配分などについて具体

的に指示することが困難な業務を行う

者を対象とする裁量労働制で、次の業

務に限って認められています。

●裁量労働制の求人を行うには
　求人の前に、労使協定・労使決議で

適切に導入を決め、労働基準監督署に

届ける必要があります。前記のように

法令で定められた業務で、かつ協定や

決議で定めた業務にしか適用すること

はできません。専門業務型裁量労働制

の場合は労使協定、企画業務型裁量労

専門業務型裁量労働制の対象業務
①新商品・新技術の研究開発または人文科
学・自然科学に関する研究　②情報処理シ
ステムの分析または設計　③新聞・出版・
放送における取材・編集　④衣服・室内装
飾などの新たなデザインの考案⑤放送番
組・映画などのプロデューサー・ディレク
ター　⑥以上のほか、厚生労働大臣の指定
する業務（1．コピーライター　2．システ
ムコンサルタント　3．インテリアコーディ
ネーター　4．ゲーム用ソフトウェアの創
作　5．証券アナリスト　6．金融商品の開
発　7．大学の教授、準教授、講師の研究
業務　8．公認会計士　9．弁護士　10．建
築士　11．不動産鑑定士　12．弁理士　
13．税理士　14．中小企業診断士）
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働制の場合は労使委員会の決議を労働

基準監督署に届けます。

　求人の際は、協定決議の内容どおり

に求人し、裁量労働制であることを明

示してください。届け出た内容以外の

求人はできません。

表記例）専門業務型裁量労働制　出退
勤の時間は自由です。１日８時間働い
たものとみなされます。

　就業時には、「業務の遂行方法」「労

働時間の配分」を具体的に指示するこ

とはできません。労働者の裁量を確保

してください。制度の導入や実施が適

切に行われていない場合、法令違反と

なり、実際の労働時間に応じた三六 ( さ

ぶろく ) 協定の締結や割増賃金の⽀払

いが必要になる場合があります。十分

ご留意ください。

●高度プロフェッショナル制度
　高度プロフェッショナル制度は、高

度の専門的知識等を有し、職務の範囲

が明確で一定の年収要件を満たす労働

者を対象として、労使委員会の決議及

び労働者本人の同意を前提として、年

間 104 日以上の休日確保措置や健康管

理時間の状況に応じた健康・福祉確保

措置等を講ずることにより、労働基準

法に定められた労働時間、休憩、休日

及び深夜の割増賃金に関する規定を適

用しない制度です。

　対象労働者となるのは、「使用者との

間の合意に基づき職務が明確に定めら

れている」、「使用者から確実に⽀払わ

れると見込まれる１年間当たりの賃金

の額が少なくとも 1075 万円以上」の

2 点を満たし、対象業務に常態として

従事していることが原則であり、対象

業務以外の業務にも常態として従事し

ている者は対象労働者とはなりません。

　また、対象業務に従事する時間に関

し使用者から具体的な指示を受けて行

うものではないことが必要で、使用者

は、高度プロフェッショナル制度の対

象労働者に対して、健康管理時間の把

握や休日の確保等、対象労働者の健康

確保措置を実施しなければなりません。

※これらの制度の導入についての詳細

は労働基準監督署へお問い合わせくだ

さい。
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じ扱いになりますのでご注意ください。

たとえば、週に 3 日のアルバイトで、

週所定労働時間が 30 時間未満ならば、

6 カ月経過後に 5 日の有給休暇を与え

なければなりません。たとえば、雇用

期間が 10 カ月で終了する場合でも付

与する必要があります。なお、パート

タイマーやアルバイトで、週の所定労

働日数が決まってない場合は、6 カ月

働いた時点で実際に勤務した日数を所

定労働日数とみなして計算すればよい

と考えられています。

●最初は 6カ月後に付与
　最初の付与は、「6 カ月間の継続勤務

後」、つまり、6 カ月間継続勤務し、そ

別表 1：週の労働時間が 5日以上または週の所定労働時間が 30 時間以上の者の有給休暇

勤務年数 0.5 年 1.5 年 2.5 年 3.5 年 4.5 年 5.5 年 6.5 年以上

付与日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日

別表 2：所定労働日数（時間）が短い者の有給休暇比例付与日数

週の所定
労働日数

年間の所定
労働日数

勤続年数

0.5 年 1.5 年 2.5 年 3.5 年 4.5 年 5.5 年 6.5 年以上

4日 169 ～ 216 日 7日 8日 9日 10 日 12 日 13 日 15 日

3日 121 ～ 168 日 5日 6日 6日 8日 9日 10 日 11 日

2日 73 ～ 120 日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日 48 ～ 72 日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

　　　有給休暇

●要件を満たせば付与する義務が
　労働者の心身の疲労を回復させ、ゆ

とりある生活の実現にも資するという

位置づけから、労働基準法では、休日

のほかに毎年一定日数の有給休暇を与

えることを規定しています（第 39 条）。

正社員、アルバイト、パートタイマー

など雇用形態や勤務形態にかかわらず、

所定労働日数の 8 割以上を出勤したと

きは、その所定労働日数に比例した日

数を与えられます。週の所定労働時間

が 30 時間以上の者・週 5 日以上勤務

の者は、呼称にかかわらず正社員と同

6



の 8 割以上を出勤したときです。2 回

目以降は、1 年間継続勤務（8 割以上

出勤したとき）するごとに 1 日ずつ増

加し、3 年 6 カ月目からは 1 年継続勤

務するごとに 2 日ずつ増加されます。

なお、別表の有給休暇の日数は、最低

の日数ですから、これを上回る日数を

付与することは企業の自由です。

●会社は有給休暇の取得を拒めない
　有給休暇は、労働者が取得を申し出

たときは無条件で与えなくてはなりま

せん。労働者からの請求権は 2 年間有

効ですから、与えられた年にとらなかっ

た有給休暇は、翌年にとることができ

ます。ただし、その労働者が休暇を取

得することによって、事業の正常な運

営を妨げることになる場合には「別の

日の取得（時季の変更）」を求めること

ができます。これは、「人が足りない」「忙

しい」という理由では変更できません。

●有給休暇取得の申し出の時期
　有給休暇の申請時期について法律上

の定めはありませんが、雇用主が時季

の変更を求める時間的余裕を考慮し、

前日までに申し出れば問題はないと考

えられています。

●有給休暇の計画的付与
　有給休暇取得の促進を目的として、

会社単位や各部署などで計画的に休暇

を取得する制度です。労働基準法が改

正され 2019 年４月 から、全ての企業

において、10 日以上の年次有給休暇が

付与される労働者に対して、うち ５日

については、使用者が時季を指定し取

得させることが必要になりました。こ

の制度を導入するには労使協定（書面）

が必要です。また、労働者が自由に指

定できる日数として最低 5 日は残して

おかなければなりません。

●有給休暇の賃金
　有給休暇の賃金は、月給者の場合は

①平均賃金　②所定労働時間に労働し

た場合に⽀払われる賃金　③健康保険

法に定める標準報酬日額に相当する金

額（労使協定必要）　のいずれかの方法

により⽀払わなければなりません。

●有給休暇は時間単位での取得も

年次有給休暇は日単位で取得すること

が原則ですが、労使協定を締結すれば、

1 年に 5 日分を限度として時間単位で

取得できるようになりました。

47
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　　　男女雇用機会均等法

●女性活躍のためのヒント
　妊娠・出産する女性労働者にも良好
な環境を整えたいという企業が増えて
います。職場で働く男女が性別による
差別を受けたり、妊娠等を理由に不利
益な取扱いをされたりすることを禁止
し、その能力を十分発揮することがで
きる雇用環境を整備するための法律が

「男女雇用機会均等法」です。

●性別を理由とする差別の禁止
　募集・採用、配置・昇進・降格・教
育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の

7

■このような募集はできません	
NG例 改善例

営業マン、ウェイター、カメラマンなど男性名
称が職種に含まれている

営業マン（男女）、ウェイター・ウェイトレス、
カメラマン（男女）・撮影スタッフ

ウェイトレス、生保レディ、保母など女性名称
が職種に含まれている

ウェイター・ウェイトレス、生保営業職、保育
士

大卒男性 10 名、女性 5名など男女別の採用予
定人数を明示 大卒男女 15 名

男性幹部職員、女性秘書、トイレ清掃員（女性）
など、男性のみ・女性のみを対象 幹部職員、秘書、トイレ清掃員

※その他、男女で応募できる年齢上限を変えたり、女性のみ「未婚」や「子供がいないこと」な
ど異なる条件を設けたり、別の採用試験を課すことも禁止されています。ただし、『俳優などの芸術・
芸能分野（男女）』、『守衛・警備員など防犯上の要請によるもの（男性）』、『その他宗教上、スポー
ツにおける競技上の理由によるもの（男女）』『エステティシャンなどの風紀上のもの（男女）』、『ホ
スト・ホステス』などの業務については、性質上、どちらか一方の性のみの募集・採用ができます。

変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契
約の更新について、性別を理由とする
差別を禁止しています。

●不利益取扱いの禁止
　婚姻・妊娠・出産、産前産後休業の
取得、育児時間の取得、軽易作業への
転換請求や時間外労働等をしないこと
を請求するなどした女性労働者に対し、
解雇や雇止め、降格・減給・不利益な
評価や労働契約内容の変更などを強要
してはいけません。

●ポジティブ・アクションの推進
　男女間に事実上生じている格差を解
消するため、雇用主が行う自主的かつ



●女性労働者の就業制限

坑内労働の禁止（労働基準法第
64 条の 2）

妊娠中や産後 1年を経過しておらず坑内業務に従事しない旨
を申し出た人は労働させることができません。また、満 18 歳
以上の女性は全て人力による掘削や厚生労働省令で定める女
性に有害な業務に就かせることができません。

危険有害業務の禁止（労働基準
法第 64 条の 3）

妊娠中や産後 1年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業
務、有毒ガスを発散する業務などで労働させてはいけません。

産前産後休業（労働基準法第 65
条 1項・2項）

原則として、産前 6週間以内に出産予定の女性が休業を請求
した場合および産後 8週間（医師が支障なしと認めた場合で
本人が就業を希望する場合は 6週間）は、就業させてはいけ
ません。※労働基準法では、出産は妊娠4カ月以上の分娩とし、
死産も含むとしています。

労働時間の制限（労働基準法第
66 条）

妊産婦から請求があったときは、時間外労働、休日労働、深
夜労働をさせることはできません。また、妊産婦から請求が
あったときはフレックスタイム制以外の変形労働時間制を適
用することはできません。

育児時間（労働基準法第 67 条）
生後満 1年未満の子を育てている女性労働者は、1日 2回、
少なくともそれぞれ 30 分の育児時間を請求することができま
す。雇用主は、育児時間中はその女性を使用することはでき
ません。

生理休暇（労働基準法第 68 条）
生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を申請した場
合、就業させることはできません。また、生理休暇の日数は
必要な日数を与えなければなりません。

積極的な取り組みをポジティブ・アク
ションといいます。女性比率が４割を
回っているなど、一定の条件を満たせ
ば国の援助を受けることもできます。

●母性健康管理措置
　雇用主は、妊産婦が保健指導または
健康診査を受けるために必要な時間を
確保するとともに、妊産婦が保健指導
または健康診査に基づく指導事項を守
ることができるようにするための措置
（時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間
の短縮、休業等）を講ずることが義務

となっています。雇用主が措置を講じ
ず是正勧告にも応じない場合には、企
業名公表の対象となる（均等法第30条）
とともに、紛争が生じた場合、調停な
ど個別紛争解決援助の申出を行うこと
ができるようになりました。

●セクシュアルハラスメント対策を
　職場におけるセクシュアルハラスメ
ント（同性に対するものも含む）は、
性的な行動や言葉によって、労働者が
傷つき、職場環境が害されてしまいま
す。
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積極的な取り組みをポジティブ・アク
ションといいます。女性比率が 4 割を
下回っているなど、一定の条件を満た
せば国の援助を受けることもできます。

●母性健康管理措置
　雇用主は、妊産婦が保健指導または
健康診査を受けるために必要な時間を
確保するとともに、妊産婦が保健指導
または健康診査に基づく指導事項を守
ることができるようにするための措置

（時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間
の短縮、休業等）を講ずることが義務

となっています。雇用主が措置を講じ
ず是正勧告にも応じない場合には、企
業名公表の対象となる（均等法第 30 条）
とともに、紛争が生じた場合、調停な
ど個別紛争解決援助の申出を行うこと
ができるようになりました。

●セクシュアルハラスメント対策を
　職場におけるセクシュアルハラスメ
ント（同性に対するものも含む）は、
性的な行動や言葉によって、労働者が
傷つき、職場環境が害されてしまいま
す。
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